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　小規模事業者が商工会等と一体となって販路開拓に
　取り組む費用の 2/3 を補助する補助金です。

小規模事業者持続化補助金とは．．．

商工会と一体となって？

商工会の助言、 指導等の支援を受けながら事業を実施することです

小規模事業者って？

常時使用する従業員が20人以下（卸・小売・サービス業については5人以下）

の会社 ・ 個人事業主です

策定した｢経営計画｣に基づいて実施する、 売上増加につながる販路開拓等

のための費用です

販路開拓に取り組む費用って？

第１次公募　第 1 次受付　3 月 28 日（金）

　　　　　　第 2 次受付　5 月 27 日 ( 火）

◆ 締 切 ◆

お問合せは

甲賀市商工会まで

本所 (水口 ) TEL 62-1676

土山支所 TEL 66-0354

甲賀支所 TEL 88-2370

甲南支所 TEL 86-2016

信楽支所 TEL 82-0873

( 事業費総額の２/３以内 )補助上限額  50万円
※ 但し、一定の条件を満たせば最大 100 万円まで



小規模事業者持続化補助金　【公募要領より抜粋】

◇補助対象者　　次の（１）～（３）に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者。

　　　　　　　　（１）製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者（会社および個人事業主）であり、

　　　　　　　　　　 常時使用する従業員の数が２０人以下（卸売業、小売業、サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）に属

　　　　　　　　　　 する事業を主たる事業として営む者については５人以下）の事業者。

　　　　　　　　（２）商工会の管轄地域内で事業を営んでいる。

　　　　　　　　（３）応募の前提として、経営の発達のための経営計画を策定している。

◇補助対象事業　次の（１）～（３）に掲げる要件をいずれも満たす事業。

　　　　　　　　（１）策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための事業。

　　　　　　　　　　 ・開拓する販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず海外市場も含む。また

　　　　　　　　　　　消費者向け、企業向け取引のいずれも対象。

　　　　　　　　　　 ・おおむね 1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動とします。

　　　　　　　　　　　 　＜補助対象となりうる取組事例のイメージ＞

　　　　　　　　　　　 　①販促用チラシの作成、配布　　　　　　②販促用ＰＲ

　　　　　　　　　　　 　③商談会、見本市への出展　　　　　　　④店舗改装

　　　　　　　　　　　 　⑤商品パッケージの改良　　　　　　　　⑥ネット販売システムの構築

　　　　　　　　　　　 　⑦移動販売、出張販売　　　　　　　　　⑧新商品の開発

　　　　　　　　　　　 　⑨景品、販促品の製造、調達　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　　　　　　　　（２）商工会の支援を受けながら取り組む事業。

　　　　　　　　　　 ・商工会の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施することです。

　　　　　　　　（３）以下に該当する事業を行うものではないこと。

　　　　　　　　　　 ・国（独立行政法人を含む）等の他の補助金、助成金を活用する事業。

　　　　　　　　　　 ・本事業の完了後、おおむね 1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業。

　　　　　　　　　　 ・公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの。

◇補助対象経費　（１）次の①～③の条件をすべて満たすもの。

　　　　　　　　　　 ①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

　　　　　　　　　　 ②交付決定日以降に発生した経費

　　　　　　　　　　 ③証拠資料等によって金額が確認できる経費

　　　　　　　　（２）補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は補助対象外となる。

　　　　　　　　　　　 ①機械装置等費　　②広報費　　　　　③展示会等出展費　④旅費　　　　　

　　　　　　　　　　　 ⑤開発費　　　　　⑥資料購入費　　　⑦雑役務費　　　　⑧借料

　　　　　　　　　　　 ⑨専門家謝金　　　⑩専門家旅費　　　⑪委託費　　　　　⑫外注費

◇補助率等　　　・補助率：補助対象経費の３分の２以内。

　　　　　　　　・補助上限額：７５万円の事業費に対し、最大５０万円まで補助。

　　　　　　　　　　　　　　　ただし、雇用を増加させる｢経営計画｣に基づく取り組みについては、１５０万円の事業費に

　　　　　　　　　　　　　　　対し、最大１００万円まで補助。

◇申請手続　　　申請に際しては最寄りの商工会による確認が必要。（所定事項を記した確認書類が必要となります。）

◇採択審査　　　採択審査は、提出書類について審査の観点に基づき、有識者等により構成される審査委員会で行います。

　　　　　　　　（申請者に対するヒアリングは実施しません。）

　　　　　　　　結果は、採択または不採択にかかわらず、応募事業者全員に通知します。

◇事業期間　　　補助対象事業は、交付決定日から平成２７年１月３１日（土）までの間に実施する。

　　　　　　　　・補助金の交付は、事業完了の後になります。

　　　　公募要領は甲賀市商工会 本所・支所にございます

　　　　また、滋賀県商工会連合会のホームページからもダウンロードできます

　　　　　　　　（URL） http://www.shigasci.com


